
端　緒 把　握 任意指導・支援 措置勧告 事前通知 措置命令 行政代執行 略式代執行
（第12条） 第14条第1項 第14条第2項 第14条第4項 第14条第3項 第14条第9項 第14条第10項

相談・
通報等

〔特定空家等該当性検討
⇒特定空家等の疑い〕

所有者等が
判明する 　　義務履行督励
場合

　 措置に関する
     助言・指導

  措置の勧告

  命令の事前通告

  措置の命令

所有者等が

判明しない 略式代執行
場合

空家法第14条の執行過程

措置指導（助言）

外観等目視調査

通知が困難であるときは通知を要しない

権利関係調査

情報提供等の支援
支援制度等紹介

立 入 調 査
（第９条第２項）

数値的把握

　措置の行政代執行

立 入 調 査

（第９条第２項）

数値的把握

第9条第3項

過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確

知することができないとき（第14条第10項）

行政指導（法定）

行政処分

行政代執行法

戒告

執行

行政指導（法定外）

代執行


